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様式5－1号 
 

入     札     公     告 
 

 下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公告

します。（提出方法は、郵送の「一般書留又は簡易書留」による「配達日指定郵便」に限ります。県内の場合、配達指定郵

便として郵便局へ差し出せるのは、配達指定日の前々日までとなります。） 

本件は、長野県の「受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領」（以下「低入札調査試行要

領」という。）に基づく失格基準価格等を準用します。その概要は以下の１、２のとおりです。 

１ 予定価格が 100 万円を超え WTO 適用基準額未満の工事 

(1) 入札書比較価格（予定価格の 100／110 の価格）の 89.5／100 から 92.0／100 の範囲内で、「低入札調査試行要領」

第５により算定した失格基準価格を下回る価格の入札者は失格となります。 

（2） 「低入札調査試行要領」第４により算定した低入札価格調査基準価格を下回る価格の落札候補者は、低入札価格

調査を実施します。 

２ １（2）の調査に係る資料が提出されない場合等は、入札の無効（失格）又は入札参加停止等の措置を行います。詳細に

ついては「建設工事に係る受注希望型競争入札公告〔共通事項〕」をご覧ください。 

３ 道路公社では、週休２日工事、ＩＣＴ活用工事を積極的に推進しています。詳細については、長野県の「週休２日工事実

施要領」 「ＩＣＴ活用工事の実施方針」をご覧ください。 

 

令和４年（２０２２年）５月11日 

 

                                                       長野県道路公社理事長  

 

記 

 

○ 入 札 方 式  総合評価落札方式（工事成績等簡易型） 

 

１ 工事の概要 

 (1) 工 事 名  令和４年度 白馬長野有料道路 トンネル防災設備改修工事 

 (2) 工事箇所名  （主）長野大町線 長野市 日高トンネル 

 (3) 工 事 概 要  トンネル防災設備改修工 

遠方監視制御設備  一式 

通報設備        一式 

警報設備        一式 

避難誘導設備     一式 

付属設備        一式 

（電力・通信ケーブル） 

 (4) 工   期  工事開始日から 約 380 日間           （債務負担行為設定済） 

(5) 支 払 条 件  前 金 払 原則として「１件の請負代金額が100万円以上の工事等」について、請負代金額（債務負

担行為に係る契約の場合には、当該会計年度の出来高予定額）の６割の範囲内で中間

前払金を含む前金払をする。ただし、前払請求は工事開始日からできる。 

部 分 払 原則として「１件の請負代金額が50万円以上の工事等」について、財務規則（昭和42年長

野県規則第2号）の規定による範囲内で部分払いする。 

             支払限度額 各会計年度における請負代金の支払限度額は、以下のとおり予定しております。          

令和４年度  請負代金の約５８％の金額 

令和５年度  請負代金の約４２％の金額 



4‐90001‐5‐1 

ただし、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額を変更することがあります。 

 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   長野県建設工事入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たし

ていることが必要です。 

(1)入 札 参 加 資 格 業 種  「電気通信工事」 

(2)資 格 総 合 点 数 819点以上 

(3)同 種 工 事 の 実 績 又 は 

専 門 性 の 有 無 

道路トンネル防災設備工事（新設又は修繕）の実績を有していること。 

※「同種工事の実績」とは、公共機関等から発注された工事を元請し、平成

19年４月１日から公告日の前日までにしゅん工した工事が該当します。 

(4)県・公社工事の契約実績に 

関   す   る   要   件 
な し 

(5)特 定 建 設 業 の 許 可 に 

関   す   る   要   件 
あ り 

(6)営 業 所 の 所 在 地 に 

関   す   る   要   件 

県内に本店又は営業所を有していること。ただし、県外本店の県内営業

所は、当該入札に係る業種の入札参加資格を有している営業所に限る。 

(7)そ の 他 の 参 加 資 格 要 件 主任（監理）技術者として１級電気工事施工管理技士を配置できること。 

 

３ 入札手続等 

手  続  等 期 間 ・ 期 日 ・ 期 限 場     所 

設 計 図 書 等 の 閲 覧 
令和４年５月11日（水）から 

注）１のとおり 

長野市大字南長野字幅下667-6 

長野県道路公社総務課 

設計図書

等の入手

方法 

申請書等 

令和４年５月11日（水）から 

長野県道路公社公式ホームペー

ジアドレス 

http://www.ndoro.or.jp/sougou

bid_ind 

閲覧設計書、位

置図、条件明示

書、各種計算書

等 の 掲 載 可 能

な図書 

図面等の掲載し

ていない図書 
ホームページに全て掲載 

質 問 書 の 受 付 

令和４年５月12日（木）から 

令和４年５月19日（木）午後５時まで  

６日間 

長野市大字南長野字幅下667-6 

長野県道路公社総務課 

ＦＡＸ番号026-235-8700 

メールアドレス 

freeway@ndoro.or.jp 
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回 答 の 閲 覧 期 間 

令和４年５月13日（金）から 

最終回答期限 

令和４年５月23日（月） 

注）２のとおり   

長野県道路公社公式ホームペー

ジアドレス 

http://www.ndoro.or.jp/sougou

bid_ind 

入 札 書 の 提 出 方 法 郵送入札のみ  

入札書等提出開始日及び

入札書等提出期限 

①入札書等提出開始日 

令和４年５月24日（火） 

注）３のとおり 

②入札書等配達指定日(郵送入札) 

 令和４年５月27日（金） 

※右記を提出先とし、上記の入札書等配達指定

日を指定して郵便局に差し出す。配達日として

指定できる期間を予め郵便局に確認してくださ

い。 

※一般書留又は簡易書留による、配達日指定郵

便に限る                  注）４のとおり 

提出先 

〒380-0837 

長野市大字南長野字幅下667-6 

長野県道路公社総務課 行 

開 札 日 時 

郵送入札の開札： 

令和４年６月２日（木） 午前９時から 

 注）５のとおり 
 

すべての開札状況は、ホームページ（入札情報）

へ掲載します。 

長野市大字南長野字幅下667-6 

長野県土木センター 1階 

101・102会議室 

予定価格及び開札後公表

設計書の公表 
令和４年６月３日（金）  

予定価格に対する 

疑義申立て 

令和４年６月３日（金）から 

令和４年６月６日（月）正午まで 

２日間 

長野市大字南長野字幅下667-6 

長野県道路公社総務課 

ＦＡＸ番号026-235-8700 

メールアドレス 

freeway@ndoro.or.jp 

開札状況の公表予定日 令和４年６月７日（火） 

落 札 予 定 日 令和４年６月14日（火）         注）６のとおり 

入 札 結 果 の 公 表 落札決定した日の翌日       注）７のとおり 

注）１ 閲覧時間は、長野県の休日を定める条例（平成元年長野県条例第5号）第1条に規定する県の休日（以下「休日」と

いう。）を除く午前8時30分から午後5時まで（正午から午後1時までを除く。）とします。 

２ 質問内容により回答の閲覧（ホームページへの掲載）に日数がかかる場合があります。ただし、最終回答期限までに

は必ず回答します。 

３ 質問回答におきまして、入札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質

問回答をご承知のうえ、入札書等の提出を行ってください。 

４ 郵送に際しては、「８ 外封筒及び中封筒貼り付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、入札参加許可番号、担
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当者名及び担当者連絡先（電話番号・ＦＡＸ番号）を記入の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り

付けてください。 

５ 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。 

６ 落札候補者決定のための入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。 

７ 開札状況及び入札結果は、長野県道路公社公式ホームページ（http://www.ndoro.or.jp/sougoubid_ind)に掲載す

るとともに、公社において閲覧により公表します。 

 

４ 本件は総合評価落札方式実施要領に基づく入札であり、必要な入札条件を次項以下に示します。 

（１） 総合評価の落札者決定基準（評価項目及び配点） 

各項目の基準日は、別に規定する場合を除き公告日現在とします。(公告日現在で、実績・資格等その事実が確定

していることとします。) 

評価項目 配点 評価点の算定方法 

価格点 90.0 点 

価格点＝配点×調査基準価格／入札価格 [小数点以下第３位四捨五入２位止め] 

 

ただし、調査基準価格以下の入札については次の式を用いる。 

価格点＝配点×入札価格／調査基準価格 [小数点以下第３位四捨五入２位止め] 

※１ 調査基準価格とは、長野県の低入札調査試行要領第４第２項による低入札価

格調査基準価格とする。 

※２ 入札価格とは、各応札者の入札価格とする。 

※３ 応札額が予定価格（消費税及び地方消費税を除く）を超えた者、低入札調査試

行要領に基づき失格基準価格未満で失格となった者及び受注希望型競争入札

実施要領に基づき無効となった者を除いて計算する。 

価 

格 

以 

外 
の 
評 

価 

点 

工事成績 3.0 点 

評価点＝3.0 点×（工事成績点－65）／（最高工事成績点－65） 

［小数点以下第３位四捨五入２位止め］ 

※１ 工事成績点は、入札者の長野県発注工事の過去２か年（令和２年 1 月 1 日から

令和３年 12 月 31 日まで）に竣工した工事の工事成績評定点を単純平均して求め

る。なお、過去２か年の件数が５件未満の場合は過去４か年（平成 30 年１月１日か

ら令和３年 12 月 31 日まで）とする。[小数点以下第１位四捨五入整数止め］ 

※２ 最高工事成績点は、全入札者中で工事成績点が最高の者の点数とする。 

※３ 工事成績点が 80 点以上の場合は、工事成績点及び最高工事成績点を 80 点と

して計算する。（評価点の計算において、80 点を上限とする。） 

※４ 工事成績点が 65 点の場合及び過去４か年に工事成績評定点がない場合の評

価点は０点、65 点未満の場合の評価点はマイナスとする。 

※５ ① 業種ごとに評価する対象業種の場合は､同評価業種として対象期間に長野

県が発注したすべての工事を対象とする。 

② すべての業種を対象とする場合は、業種区分に関係なく、対象期間に長

野県が発注したすべての工事を対象とする。 

       ただし、長野県の参加希望型競争入札の工事に対して実施した簡易な評

定（平成 14 年２月１日 13 監技第 268 号）による工事成績評定点及び森林整

備業務に係る工事成績評定点は、算定対象としないものとする。 

※６ 長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領別表１－１

（粗雑工事、契約違反）に該当し、第６により通知された入札参加停止期間の最

終日が見直し基準日の３か月以前から３か月遡った間に含まれる場合、工事成績

評定点を０点とする。 
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工

事

実

績 

同種工

事実績 
2.0 点 

ａ 過去 15 年以内に道路トンネル防災設備工事（新設又は修繕）の施工実績が５件

以上ある者                                                 ：2.0 点 

ｂ 上記ａ以外で過去 15 年以内に道路トンネル防災設備工事（新設又は修繕）の施

工実績が２件以上ある者                             ：1.0 点  

※１ 過去 15 か年（平成 19 年４月１日から公告日前日まで）に竣工した公共機関等

（建設実績情報のコリンズ・テクリス登録等に関する規約第３条で定義された機

関）から発注された工事を元請した実績により評価する。 

※２ 工事成績評定点が 65 点未満のものは実績として認めないものとする。 

優良工

事等表

彰実績 

0.25 点 

過去３か年に建設工事に係る長野県優良技術者表彰、又は国土交通省の優秀工

事表彰の受賞実績を有する者（いずれも表彰日が令和元年度から令和３年度の受賞

者に限る。）                                       ：0.25 点 

地域要件 1.5 点 
ａ 北信地域に本店を有する者                           ：1.5 点 

ｂ 上記ａ以外で県内に本店を有する者                      ：1.0 点  

技

術

者

要

件 

実績等 1.0 点 

ａ 建設工事に係る長野県優良技術者表彰、又は国土交通省の優秀工事技術者表

彰を受賞した主任技術者（いずれも表彰日が平成 29 年度から令和３年度の受賞者

を対象とする。ただし、長野県優良技術者表彰の若手部門にあっては、令和元年度

から令和３年度の受賞者に限る。）を配置できる場合、又は過去４か年（平成 30 年 1

月 1 日から令和３年 12 月 31 日まで）に竣工した国又は長野県発注の土木工事に

おいて、工事成績評定点が 82 点以上の実績を２件以上有する主任技術者を配置

できる場合                                       ：1.0 点 

ｂ 上記ａ以外で過去４か年（平成 30 年 1 月 1 日から令和３年 12 月 31 日まで）に竣

工した国又は長野県発注の土木工事において、工事成績評定点が 82 点以上の実

績を有する主任技術者を配置できる場合                    ：0.75 点 

ｃ 上記ａ、ｂ以外で過去４か年（平成 30 年 1 月 1 日から令和３年 12 月 31 日まで）に

竣工した国又は長野県発注の土木工事において、工事成績評定点が 78 点以上の

実績を有する主任技術者を配置できる場合                  ：0.5 点 

※１ 公告日現在で 40 歳未満の主任技術者を配置する場合は、現場代理人が担当

した主任技術者としての実績等で評価することができる。 

※２ 産前産後休業・育児休業を取得した技術者を配置する場合は、その休業に相

当する期間を評価対象期間に加えて評価することができる。ただし、次のいずれ

かを対象とする。 

① 平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した産前産後・育児休業 

② 平成 28 年 4 月 1 日時点で取得している産前産後・育児休業 

週休 2

日工事 
0.25 点 

週休 2 日工事の実績を有する主任技術者を配置する場合         ：0.25 点 

※１ 公告日時点で工事成績評定通知書又は、履行実績証明書の発行日から２年

以内の実績を評価対象とする。 

※２ 工事成績評定点が 65 点未満の実績は評価の対象としない。 

ICT 活

用工事 
0.25 点 ICT 活用工事の実績を有する主任技術者を配置する場合         ：0.25 点 
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※１ 公告日時点で工事成績評定通知書又は、履行実績証明書の発行日から２年

以内の実績を評価対象とする。 

※２ 工事成績評定点が 65 点未満の実績は評価の対象としない。 

建

設

マ

ネ

ジ 

メ 

ン 

ト 

 

労働 

環境 
1.0 点 

 経営事項審査の労働福祉の状況（Ｗ１）が 30 点以上ある者          ：1.0 点 

※１ 労働福祉の状況（Ｗ１）は、公告日現在で有効な直近の経営事項審査結果通

知書により確認する。 

建設ｷｬ

ﾘｱｱｯﾌﾟ

ｼｽﾃﾑ 

0.25 点 

当該工事において、建設キャリアアップシステムを活用することを誓約する者 

：0.25 点 

※１ 「建設キャリアアップシステムを活用する」とは、建設現場にカードリーダーを設

置し、技能労働者の日々の就業履歴を蓄積するとともに、作業員名簿や施工体制

の作成等の現場管理にシステムを活用することをいう。 

※２ 評価を申請した落札候補者は、誓約書（様式 5－20 号）の提出が必要。 

週休 2

日工事 
0.25 点 

週休 2 日工事の実績を有する者                         ：0.25 点 

※１ 公告日時点で工事成績評定通知書又は、履行実績証明書の発行日から１年

以内の実績を評価対象とする。ただし、令和３年度までは、発行日から２年間を有

効とする。 

※２ 工事成績評定点が 65 点未満の実績は評価の対象としない。 

ICT 活

用工事 
0.25 点 

ICT 活用工事の実績を有する者                         ：0.25 点 

※１ 公告日時点で工事成績評定通知書又は、履行実績証明書の発行日から１年

以内の実績を評価対象とする。ただし、令和３年度までは、発行日から２年間を有

効とする。 

※２ 工事成績評定点が 65 点未満の実績は評価の対象としない。 

小  計 10.0 点  

総合評価点 100 点 総合評価点 ＝ 価格点 ＋ 価格以外の評価点 

※ 若手技術者（公告日時点40歳未満）を主任（監理）技術者として配置し、現場代理人の資格等で評価を得る場合は

若手技術者又は現場代理人のどちらか一方の実績等とし、組み合わせることはできない。 
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（２） 入札時に提出が必要な資料 

規定している要領等 入札時の提出資料等 注意事項 

受注希望型競争入札

実施要領 

①入札書 

 

②工事費内訳書 

(1) 郵便入札 
①は、中封筒に入れ封かんの上、封筒

の表面に別記記載の貼り付け用紙を貼付
してください（中封筒には入札書のみ入れ
てください）。 

上記中封筒を②③とともに外封筒に入
れ封かんの上、郵送してください。 

 
(2)  ①②③のいずれかの資料を提出しない

者の入札書は無効となります。 
 

(3)  ③の内容により採点するため、③の記入
に当たっては内容を十分精査してくださ
い。 

総合評価落札方式実

施要領 

③価格以外の評価点申請書(様式5－3号)

※案件ごとに入札公告時に提供している様

式を使用すること。 

 

（３） 落札者決定方法及び落札候補者資格審査時に提出が必要な資料 

本件においては、総合評価点算定基準に基づく総合評価点の最も高い者を落札候補者とします。ただし、落札となる

べき同点の入札をした者が2人以上あるときは、建設工事に係る受注希望型競争入札公告〔共通事項〕６（３）による方法

により落札候補者を選定します。 

落札候補者の入札参加資格要件、総合評価の価格以外の評価項目の内容を審査し、当該要件等を満たしているこ

とが確認できた場合に、当該落札候補者を落札者として決定しますので、長野県道路公社理事長から指示のあった者

は、指示があった日の翌日から起算して２日以内（休日を除く。）に、次に掲げる書類を持参提出してください。 
 

規定している要領等 落札候補者の提出資料等 注意事項 

受注希望型競争入札

実施要領 

「建設工事に係る受注希望型競争入札公告［共通事

項］」の「10 落札候補者からの入札参加資格要件審査

書類の提出」の記載によります。 

 

総合評価落札方式 

実施要領 

価格以外の評価点を確認する以下の資料 

① 同種工事実績調書（様式 5－4 号） 

② 優良工事等表彰実績調書（様式 5－9 号） 

③ 配置技術者予定調書（様式 5－6 号） 

④ 主任技術者として担当した工事の工事成績評定

通知書の写し 

⑤ 経営事項審査結果通知書の写し 

⑥ 建設キャリアアップシステム誓約書（様式 5－20

号） 

⑦ 工事成績評定通知書（別記－１）又は履行実績証

明書の写し 

 

左記確認資料において、内

容に相違があった場合は評価

点を減点修正し、総合評価順

位が入れ替わる場合は、落札

候補者取消し通知書（様式 5－

8 号）により落札候補者通知を

取り消します。 

なお、様式 5－3 号に記載し

た配置技術者の変更は、同等

の要件を満たす技術者以外は

認められません。 

 若手技術者（公告日時点 40

歳未満）を主任（監理）技術者と

して配置し、現場代理人の資格

等で評価を得る場合は若手技

術者又は現場代理人のどちら

か一方の実績等とし、組み合わ

せることはできません。 
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（４） 価格以外の評価結果の公表と評価結果に対する疑義照会 

① 価格以外の評価結果の公表は以下のとおり行います。 

ア 日   時  令和４年６月３日（金） 

イ 公表方法  長野県道路公社ホームページ 

② 価格以外の評価結果（技術提案に対する評価を除く）について疑義がある場合は、結果を公表された日を含めて２

日間（休日を含まない）の受付期間（受付最終日の締め切り時間は正午とする）に、自らの評価点のうち価格以外の評

価項目（技術提案項目を除く）について、以下のとおり長野県道路公社理事長に対して説明を求めることができます。 

ア 受付場所  別記「入札担当（問い合わせ先）」に同じ 

イ 受付時間  令和４年６月６日（月） 正午まで２日間 

ウ 受付方法  原則として総合評価落札方式実施要領で規定する「価格以外の評価に係る疑義について（様式

3-1 号）」に必要事項記載の上ＦＡＸにより提出してください。その際、疑義の根拠資料を合わせて提

出してください。 

エ 回答方法  原則としてＦＡＸにより回答します。 

 

（５） 価格以外の評価内容の確保 

① 長野県道路公社理事長は、落札候補者との契約前に価格以外の評価内容を満足しない事実が確認された場合は、

当該落札候補者を取消すことがあります。 

② 長野県道路公社理事長は、契約人が価格以外の評価点の内容を満足できなかった場合にあっては以下のとおり取

り扱うものとします。 

ア 評価項目の内容に著しい差異があるときは、契約約款第 47 条第６号による契約解除を行うことができるものとし

ます。 

イ 価格以外の評価点を再計算し総合評価点が変わらないように減額変更します。 

 

(６） その他 

① 価格以外の評価項目は、案件個別に業務内容に応じて設定項目及び配点を定めており、「長野県道路公社請負人

選定委員会」において審査した結果であるため設定内容については変更しません。 

② 本件は、長野県の「低入札調査試行要領」に基づく失格基準価格等を準用します。 

 

５ 設計図書等の優先順位等 

入札公告している設計図書等（閲覧設計書、現場説明事項・施工条件明示書（特記仕様書を含む）・指導事項、数量

計算書、設計図面）について、設計図書等間に食い違いがあった場合、入札見積りに関しての優先順位は、案件ごとの

公告文等に特別な記載がある場合を除き、次に記すものを原則とします。なお、疑義がある場合は、入札者は質問期間

中に質問を提議し、長野県道路公社理事長から回答を得るものとしてください。 

○ 食い違いのあった場合の優先順位 

１ 質問回答 

２ 現場説明事項・施工条件明示書（特記仕様書を含む）・指導事項 

３ 閲覧設計書 

４ 数量計算書 

５ 設計図面 

（※質問期間中以外の質問及び意見について公告内容に反映させることは、入札の公平性を保つため原則として行

なわないこととしますのでご留意願います。） 

 

６ その他入札条件 

「建設工事に係る受注希望型競争入札公告〔共通事項〕」、「建設工事に係る受注希望型競争入札 入札心得」、長野

県の「総合評価落札方式に関する質問・回答」（Ｑ＆Ａ）及び「受注希望型競争入札に関する質問・回答」（Ｑ＆Ａ）に示

すとおりです。 
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競合する事項については、本広告文が優先します。 

 

７ 入札担当（問い合わせ先）  

長野県道路公社  長野市大字南長野字幅下667-6 

              TEL026-234-6883 

              FAX026-235-8700  担当 新井 房雄 

 

８ 外封筒及び中封筒貼り付け用紙（キリトリ線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてくださ

い。） 

 

 

 

 

 

 

入 札 書 等 

配 達 指 定 日  令和４年５月 27 日（金）    

開 札 日  令和４年６月２日     

工 事 名  令和４年度 白馬長野有料道路 

             トンネル防災設備改修工事   

工 事 箇 所 名  （主）長野大町線 長野市 日高トンネル    

商 号 又 は 名 称                              

入札参加許可番号(10 桁)                        

担 当 者 名                              

担当者連絡先（電話番号）                             

担当者連絡先（ＦＡＸ番号）                        

〒３８０－０８３７ 
 
 長野市大字南長野字幅下667-6 
  長野県道路公社総務課 行 
 

 

キリトリ 


